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情報漏洩とマスコミ報道が作り出す
医療過誤を巡る紛争にどう対処するか

群馬大学事件、東京女子医科大学事件など、大きな医療過誤を巡る紛争が注目を集めてきた。どちらも
繰り返されるマスコミ報道により、騒ぎが増幅していったのが特徴だという。現在も、産科の無痛分娩に対
するネガティブキャンペーンのような新聞報道が繰り返し行われ、今後も続いていくとみられている。6月28
日の勉強会では、弁護士として数々の医療過誤を巡る紛争に関わった経験を持ち、本誌の長期連載「経
営に活かす法律の知恵袋」でもお馴染みの井上清成氏（井上法律事務所所長）を講師に迎え、医療過誤
を巡る紛争がどのようにして起こるのか、どのように対処していけばよいのかについて語って頂いた。

原田義昭・「日本の医療と医薬品等の未来を考え
る会」国会議員団会長（自民党衆議院議員）「医療

過誤の問題は、観念的に
は分かるのですが、いざそ
の問題に取り組んでみると、
非常に難しい分野であるこ
とが分かります。また、これ
は日本だけの問題ではなく、
アメリカやヨーロッパ諸国で
も、しっかりこの問題に取
り組んでいます。本日の議
論が、医療と法律という難
しい分野を橋渡しすること

人の命を助けることを職業に選んだ医師達は、医
療過誤が起きていいとは考えていません。医師をあ
まりにも犯罪者扱いし過ぎていると思っています」

になると期待しています」
三ッ林裕巳・自民党衆議
院議員（医師）「群馬大事
件、東京女子医大事件に
ついて、大学の医療者は、
ガバナンスの問題と話して
いました。病院の規模が大
き過ぎ、フォロー出来なかっ
たというのです。それが医
師法の改正に繋がりました。

自民党衆議院議員、医師
三ッ林裕巳氏

 「日本の医療と医薬品等の未来を
考える会」国会議員団会長
自民党衆議院議員
原田義昭氏

挨拶
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違反となります。群馬大学事件の情報漏洩は、そ
れに当たるケースなのです。近年、医療界において、
内部告発が当たり前のようになっているのは、危
険な風潮だと思っています。

■マスコミによる紛争惹起
　最近、マスコミを賑わしているのは無痛分娩に
関する話題です。次のような一連の報道が行われ
ています。
・2016年12月15日「愛媛・産婦人科重大事例
に産婦人科医会が見解」（Medical Tribune）

勉強会採録

医療過誤を巡る紛争の理論と実務

・2017 年 4月17日「麻酔使った『無痛分娩』で
13人死亡　厚労省、急変対応求める緊急提言」

（読売新聞）
・4月25日「『無痛分娩』で女性死亡　大阪・和
泉の産婦人科医、書類送検へ」（産経ニュース）
・5月10日「『無痛分娩』妊婦死亡など相次ぎ　件
数や事故状況、実態調査へ」（読売新聞）
・5月19日「無痛分娩で医療ミス、妊婦死亡　刑
事告訴へ」（神戸新聞）
・5月27日「医療ミスで出産女性が死亡　神戸の
産婦人科病院長を刑事告訴　業務上過失致死罪
で」（産経新聞）
・5月31日「『無痛分娩』全国調査へ　妊産婦死
亡受け、産婦人科医会」（朝日新聞）
・6月6日「帝王切開時の麻酔で母子に重度障害
報告せず」（報知新聞）
・6月12日「無痛分娩の麻酔で母子に障害　京
都の医院、別件でも訴訟」（朝日新聞）
・6月12日「『母子植物状態は麻酔ミスが原因』本
人と夫らが京都の医院を提訴、京都地裁」（産経
新聞）
・6月13日「『産科医1人だけの医院、許可しない
で』無痛分娩で障害、●●女性の母が手記」（読
売新聞）
・6月23日「『無痛分娩』で妊婦や家族が知らない
重大リスク」（ダイヤモンド）
　このようにして、無痛分娩が危険であるという、

■医療事故調査制度の現状
　国家制度として医療事故調査制度が出来、1年
半ほどになります。いろいろ心配はあったわけです
が、うまく落ち着いて医療界も炎上せずに済んで
います。現在、医療事故の件数は、日本全国で
月間30件ほどです。制度が出来る前に医系技官
が見込んでいたのは、その10倍ほどの数でした。
しかし、運用面でのいわゆる「骨抜き」がうまく出
来、そういったことにはなりませんでした。医療事
故が起きたとしても、マスコミに報道されることもな
く、静かに再発防止策を講じて終わりにする、とい
った運用が、今のところ確立されています。

■マスコミへの漏洩
　群馬大学事件が火を噴いたのは、新聞報道が
きっかけでした。大学としては調査し、遺族にも説
明し、関係官庁にも説明し、丁寧に対応している
つもりだったのですが、公表する前に新聞で報道
されたのです。内部から情報が漏れていたようです。
その後、群馬大学事件は、何度も報道が繰り返さ
れ、騒ぎが増幅していきました。情報が漏洩してい
たため、公表しようとすると記事が出る、ということ
が繰り返されたのです。
　国家公務員でも地方公務員でも、情報漏洩す
れば秘密漏示罪になります。独立行政法人には、
独立行政法人法や地方独立行政法人法がありま
す。国立大学法人法もあります。これらの法律には、
同じような守秘義務違反があります。医師と助産師
には、刑法上の守秘義務がありますし、看護師に
は保助看法（保健師助産師看護師法）で守秘義
務が規定されています。医師、助産師、看護師の
守秘義務は、基本的に患者さんに関することに限
定されますが、国家・地方公務員法や独立行政
法人法などにおいては、患者さんのことに限らず、
秘密にすべきことを漏洩した場合には、守秘義務
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常務理事も、「診療ガ
イドラインからの大き
な逸脱は無かった」と
しています。しかし、
結果として産科診療
所 が 閉 院しました。
医療ミスが無かった
にもかかわらず、マス
コミの報道が一つの
産科診療所を潰して
しまったわけです。本

井上法律事務所所長、弁護士
井上清成氏

いわばキャンペーンが行われているのです。ここで
報道されているのは、大阪、兵庫、京都の三つ
の産科診療所における事故です。それぞれ何の関
係もないのですが、同時期に報道されています。
このようにマスコミに煽られ、医療過誤かどうか分
からないものまで、実質、医療過誤の状態になっ
てしまいます。
　振り返ってみますと、群馬大学事件では、警察
は全く動いていません。民事訴訟も起きていません。
厚生労働省は少し動きましたが、診療報酬に関し
て不正があったのではないかという問題です。つま

当にミスがあったかどうかが分かる前に、勝負が
決まってしまう。そうしたことが許され、むしろそれ
が正義だと思われている、というのが現状です。

■医師法21条による届け出
　1990年頃から、医師法21条に基づく届け出が
激増しました。ある間違った説が流布されたことが
原因です。医師法21条は「異状死体の届け出」と
なっていますが、これを「異状死亡の届け出」と解
釈したことが、間違いの根本でした。医療過誤に
よる死亡や、死因不詳による死亡は、届け出なけ
ればいけないと誤解されてしまったのです。しかし、
医師法21条が求めているのは、異状死体があっ
たら届けるということです。異状死体というのは、
例えば黒焦げの死体、腹に包丁が刺さった死体、
銃弾を浴びた死体、頭が無い死体などです。
　2015 年に「死亡診断書記入マニュアル」が改
訂され、この誤りが訂正されました。それにより、
医師法 21 条による届け出は大幅に減りました。2
年連続で減り、1990 年頃の低い水準に近く減っ
ています。

■刑事事件と行政処分
　医師や看護師が業務上過失致死で処罰される
ようなことは、本来おかしいのだ、という考えを持
つ方が多いと思います。確かにその通りなのです
が、これを改正して、例えば業務上過失致死を医

り、刑事事件になっていないのはもちろん、民事
訴訟にもなっていません。マスコミに晒されただけ
の事件なのです。これが群馬大学事件の実態です。
今回の無痛分娩キャンペーンも、それに近いと思
っています。現在、医療過誤の実務で最も重要な
のはマスコミ対応です。
　愛媛県の産科診療所に対する次のような一連の
報道があります。
・2016年12月12日「愛媛の診療所、妊産婦の
死亡・障害続発　産科医会が初の直接指導」（読
売新聞）
・12月13日「妊産婦死亡…愛媛県や地元医師会
など、情報提供後も対策せず」（読売新聞）
・12月14日「愛媛・今治の産婦人科に改善指導
日本産婦人科医会」（朝日新聞）
・12月15日「愛媛・産婦人科重大事例に産婦人
科医会が見解」（Medical Tribune）
・2017年2月15日「分娩死亡問題　愛媛の産婦
人科診療所が閉院へ」（毎日新聞）
　これらの報道では、日本産婦人科医会は指導
に乗り出したが、地元医師会や保健所は情報提
供があったのに対策を打たなかったと、産婦人科
医会がヒーローであるかのような捉え方になってい
るのが特徴です。配布資料からカットしていますが、
12月16日には愛媛県医師会が記者会見し、この
問題に関して「医療ミスはありませんでした」と発表
しています。また、報道の中で、産婦人科医会の
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ています」
篠原裕希・医療法人篠原湘南クリニック理事長

「かつて福島県で大野病院事件が起き、産婦人科
医が逮捕されることで、産婦人科を希望する医者
がぐんと減ってしまいました。今でも、一番足りな
いのは産科医です。婦人科ではなく、産科医が足
りていません。次が外科医です。今日の講演にも
あったように、現在も産科に関係するメディア報道
が続いています。先日、研修医や学生達と話をす
る機会があったのですが、やはり産科には進みた
くないと言っていました。今でさえ子供を産む場所
が足りないのに、将来どうなってしまうのだろうと胸
が痛みます。この辺りの問題について、先生はどう
考えていますか」

三ッ林「医療事故調査・支援センターが、再発防
止策として中心静脈穿刺（致死的合併症が生じ得
るリスクの高い医療行為）を取り上げています。こ
の手技は非常に危険を伴いますから、どんな医師
が行っても事故が起きる可能性はあります。すると、
事故が起きることを想定出来るので、医療事故調
査制度の『予期せぬ死亡』には当たらないことにな
ります。その理解で良いのでしょうか。また、医療
事故調査・支援センターが、再発防止策として、
この手技を取り上げたのは適切だったのでしょうか。
さらに、この制度の今後の問題点について、どう
お考えですか」
井上「再発防止策ということで、医療事故調査・
支援センターが出した提言が、中心静脈穿刺の問
題でした。この手技はもともと危険を伴うことが明
らかです。こういった事例で死亡が起きた場合に
は、医療事故調査制度の対象にはしない、となっ
ています。再発防止策では、中心静脈穿刺に対し
て、危険な手技で死亡することがあるかもしれない
と意識することから始めましょう、と提言しています。
しかし、そういうことであれば、日本医療機能評価

医療法人篠原湘南クリニック理事長
篠原裕希氏

機構が行っている医療
事故情報収集等事業や、
ヒヤリハット事例を収集
する運動などがすでにあ
ります。屋上屋を架す必
要はありません。税金
の無駄使いにしないた
めにも、もっと柔軟に考
え、これまでに行われて
いないことを、していか
なければならないと思っ

井上「産婦人科医会に尋ねると、産婦人科医は
減っていないと答えますが、婦人科は減っていなく
ても、産科は減っています。それが今の課題です。
この課題に対して、産科医を増やすような方策が
取られていない、と私は思っています。むしろ逆行
しているのではないでしょうか。メディアにも『産科
医が1人だけの診療所は許可すべきでない』という
ような内容の記事が出ています。しかし、現在の
日本では、分娩の約半数は診療所で行われてい
ますし、その診療所の7割くらいは、産科医が1人
でやっている診療所なのです。現在行われている
無痛分娩に関する報道などによって、産科医は今
後ますます減っていくだろう、と思われます。なぜ、
産科医が不足しているこんな状況の時に、こういう
キャンペーンのような報道をするのかと思います。
いい知恵を出して、産科を盛り立てていくようなシ
ステム作りが必要だと考えています」
荏原千登里・医療法人すこやか高田中央病院副

療から外すことになれば、間違いなく行政処分が
拡大します。ちなみに、昨年1年間で、医療過誤
で行政処分を受けたのはたった1人です。今後の
ことを考える場合、刑事事件を無くしても、そのト

レードオフとして行政処分が拡大したのでは、医療
界に混乱をもたらします。そうならないようにしなが
ら、いかに刑事事件を無くしていくか、ということを
考える必要があるのです。

質疑応答
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査の対象となるようなことに関しては、内部の情
報を持ち出すようなことがよく起きていて、珍しい
ことではありません。医師や看護師ではない職員
でも、不満を持っている人が、カルテをコピーして
持ち出す、というようなことがあります。医師や看
護師には、患者の情報については守秘義務があ
りますが、そうした資格を持たない職員だと、た
とえカルテをコピーして持ち出しても犯罪になりませ
ん。院内で守秘義務制度を作ってサインさせても、
刑事罰の対象にはなりません。個人情報保護法

医療法人すこやか高田中央病院
副院長
荏原千登里氏

すが、職員の中にはそうした資格を持たない人も、
もちろんいます。事務職や看護助手などです。入
職する時に、病院で知り得たことに対しては守秘
義務があるということで、法的根拠はありませんが、
誓約書にサインしてもらっています。講演では、内
部告発のために詳細な資料を持ち出すようなこと
が、よく起きているという話でしたが、ちょっと考え
られません。本当にそのようなことが起きているの
でしょうか」
井上「実際、よく起きています。特に指導とか監

※本文中に記載のある方々のご氏名は敬称略とさせて頂きます。 ご氏名は写真左側から。
懇親会スナップ

院長「親から受け継い
だ60床の小さな病院を、
家族で経営しています。
情報漏洩について伺い
ますが、当院の場合、
国家公務員法や地方公
務員法などとは無縁で
す。医師と看護師の守
秘義務については、医
師法や保助看法などの
法律で規定されていま がありますが、これに違反しても刑罰はないので

す。さばく法律が無いというのが実情です。そうい
う場合、仕方なく窃盗罪となることがあります。病
院のコピー用紙を持ち出したということで窃盗罪と
なるわけです。病院で情報漏洩が起きるのは、ド
クター間の派閥争いなどが原因となっているケース
もよくあります。相手を陥れるために、医療事故を
ネタに使うのです。有名な医療事故というのは、
そのほとんどが、何らかの内紛が絡んで起きてい
ます。これは医療現場にいる方なら、よくご存じで
はないかと思います」

土屋了介・神奈川県立病院機構理事
長、荏原、康井制洋・神奈川県立病院機
構副理事長

植田宏幸・第二川崎幸クリニック事務長、原田、関川
浩司・第二川崎幸クリニック院長

尾尻佳津典・「日本の医療と医薬品等の未
来を考える会」代表（集中出版代表）、井元
剛・９DW代表取締役、原田

草野敏臣・ミッドタウンクリニック理事長、
矢田亜希子・アドバンスト・メディカル・ケ
アMS法人事業部事業企画課次長、飯白
敏晃・同医療事務部部長

花岡一雄・JR東京総合病院名誉院長、神田
麻・井上法律事務所弁護士、井上、北村唯一・
親水クリニック院長

井元玲子・９DW取締役CBO、塩川和則・
9DWシニアスーパーバイザー、井元、福本敏・
東北大学大学院歯学研究科教授
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